令和８年４月１日から令和８年１０月３１日までに有効期間満了日が来る事業所

別紙１
指定更新手続き要領
１　概要
○　介護保険制度には、指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に６年間の期限が設けられています。現在指定を受けている事業者は、指定日から６年を経過する際に指定の更新を受けなければ、有効期間満了により指定の効力を失います。
○　前回指定日から６年を経過する日が「有効期間満了日」となり、その翌日が「更新予定日」となります。
（例）
	指定年月日
	有効期間満了日
（更新の期限）
	更新予定日
(有効期間満了日の翌日)

	平成３０年１２月１日
	令和６年１１月３０日
	令和６年１２月１日


○　令和8年度は、令和2年４月２日から令和3年４月１日までに指定（更新）を受けた事業所が更新対象となります。
２　書類の提出期限及び審査事務手数料の納付期限
	令和　　8　年　　２　月　　18　日　　（水曜日）　　　　　※　必着


※同封の審査事務手数料納付書の裏面に記載されている金融機関等で手数料を納付し、領収書のコピーをとり、申請書類と一緒に提出してください。(領収書の原本は、事業所で保管ください。)
※指定の更新を希望されない場合は、納付不要です。その際は、必ず介護保険課にご連絡ください。
３　書類の提出方法
(1) 電子申請の場合
「電子申請・届出システム」にて、指定更新申請に必要な情報の入力と、提出書類データ等を添付（アップロード）してご提出ください。
「電子申請・届出システム」のログイン画面の外部リンクは、北九州市のホームページ（ページ番号検索で「000174317」を検索）に掲載しています。
(2) 紙申請の場合
指定更新申請書類一式を、下記まで郵送、またはご持参ください。

       〒803-8501
　　　  北九州市小倉北区城内1番1号（市役所9階）
　　　  北九州市保健福祉局介護保険課　居宅サービス係　宛（※特定施設は施設サービス係宛）
　　 　※ 簡易書留による「郵送」で提出してください。

　　 　※ 郵送する場合は、封筒に朱書きで「指定更新申請書在中」と記載してください。
　※ 申請書類一式については、必ず事業所控え（コピー）を保管しておいてください。
４　提出書類
(1) 更新申請に係る書類　１部
①指定更新申請書及び付表（電子申請の場合は画面に直接入力）
②添付書類（更新申請に係る添付書類チェックリスト 参照）
　　　　・【電子申請・紙申請共通】添付書類の様式等は、北九州市のホームページからダウンロードしてください。
    　・紙申請にて提出される場合は、「更新申請に係る添付書類チェックリスト」の番号どおりに、左側２つ穴で綴り、書類の右側に必ずインデックス（「更新申請に係る添付書類チェックリスト」の番号）をつけてください。また、事業所控え（コピー）についても提出書類同様にインデックスを付けてください。
　　　　・提出書類はサービスによって異なりますので、ご注意ください。
　　　③審査事務手数料領収書のコピー（領収書の原本は、事業所で保管ください。）
 (2) 指定（更新)申請に必要な書類等について
　　　各提出書類の記載・作成に当たっては、北九州市ホームページから上記チェックリストをダウンロードしてください。（今回から、国の様式に変更しているので、必ず新しくダウンロードして最新の様式で提出してください。）
≪ホームページへのアクセス方法≫
1  「北九州市」で検索www.city.kitakyushu.lg.jp 
2 　市ホームページ右上にある「🔍サイト内検索」をクリック
3 　「ページ番号検索」をクリックし、「００００２０６２３」を入力し「🔍」ボタンをクリック
4 　「居宅サービスの更新申請」のページに移るので、そこで必要様式等を確認する。
５　指定更新手続きの流れについて(別添「イメージ図」を参照）
(1) 指定更新手続の案内
　　　①指定更新手続き要領（本紙）
②更新申請に係る添付書類チェックリスト　　※内容を熟読し、手続きをご理解ください。
(2) 申請書作成
 ① 事業所ごとに更新申請書類一式を作成します。
 ② 各提出書類の記載・作成は、北九州市ホームページからダウンロードした「更新申請に係る添付書類チェックリスト」により点検の上、添付書類等に漏れがないかを再度確認してください。
 ③ 提出前に、指定基準等に合致しているか、自主点検を行ってください。
・自主点検表は北九州市のホームページからダウンロードしてください。
・必ず、法令遵守責任者及び確認実施者が自主点検表に誤り等がないことを確認し、確認欄にチェックをしてください。自主点検表は提出しますので、必要であればコピーを作成し、保管をお願いします。
(3) 申請書提出 / 受付
(4) 書類審査
　　　提出書類の内容等を確認します。書類に不備等がある場合、電話又はＦＡＸで連絡させていただきますので、更新申請書類（控え）を準備してください。
　　（また、内容によっては、来所をお願いする場合がございます。）
※令和６年9月以降は、原則として現地確認を行いません。ただし、本市が指定更新に際して必要と判断した場合、現地確認を実施することがあります。該当する事業所には、事前に連絡をしますので、ご対応をお願いします。
(参考)現地確認を行う場合の、当日準備書類等については、「別紙２　介護サービス事業所 指定更新手続きQ＆A」の問１４をご確認ください。
6　様式の変更について
　「指定更新申請書」及び「記載事項」の様式は、国が定めた様式を新たに市ホームページへ掲載しています。指定更新手続きには、新様式を使用してください。
7　審査手数料について
(1) 指定更新にあたっては、北九州市介護保険条例に基づき、審査手数料を徴収します。
　　指定更新の審査手数料の金額は、以下のとおりです。

	
	居宅サービス
（居宅介護支援含む）
	※予防サービス
	※予防給付型サービス生活支援型サービス

	指定更新
（6年毎）
	２０，０００円
	２０，０００円
	２０，０００円


　　※居宅サービス事業所の指定更新申請を同時に行う場合は、予防サービス・予防給付型サービス・生活支援型サービス分の指定（更新）手数料を納付する必要はありません。
(2) 手数料は、指定等審査事務手数料納付書で納付します。
※納付書に「指定等審査事務手数料」と印刷されているか、金額等に間違いがないか十分確認の上、納付してください。
(3) 手数料は申請書審査のための手数料なので、審査の結果、指定基準を満たさず、更新できない場合にも手数料は返還できませんので、ご了承願います。
8　予防サービス事業所の指定の更新について（指定日が異なる場合のみ）
(1) 介護保険法では、介護予防サービス及び介護予防支援（以下、｢予防サービス等」とします。）事業所の指定(更新)について、居宅介護サービス及び居宅介護支援（以下、「居宅サービス等」とします。）と同様に６年ごとに指定の更新が必要です。
(2) 平成１８年４月１日以降に居宅サービス等の指定を新規に受けた事業所で、居宅サービス等の指定日と予防サービス等の指定日とが異なっている場合（いずれかの指定を先に受け、後で他方の指定を追加して受けた場合など）、更新日も居宅サービス等と予防サービス等とで異なることとなります。
(3) 事業者が居宅サービス等と予防サービス等の指定日をあわせて更新することを希望する場合、「有効期限をあわせて更新する旨の申出書（様式は市ＨＰに掲載）」及び所定の添付資料（指定更新申請書、記載事項、誓約書（欠格、暴力団排除）他）を指定更新の資料と同時に提出してください。（市が認める場合は事後提出も可）
(4) 上記(3)の手続を行えば、今後も６年に１回の更新手続が可能となります。
(5)　この取扱いは、両サービスの更新期限を揃えるための特例手続であるため、予防サービス等事業の運営に特段の支障が生ずることはなく、事業所番号も変更されません。
　　 また、手数料は１事業所分のみ必要です。
(６)更新期限を揃える場合は、指定有効期間の満了日が先に到来する居宅サービス等、または、予防サービス等の指定更新の時期に、先に到来する指定更新日にあわせます。
9　介護予防支援の指定を新たに受けた事業所の指定の更新について
居宅介護支援の指定を受けている事業所が、新たに介護予防支援の指定を受けた場合、両方の指定開始日は大部分の事業所で異なり、指定日を合わせない限り、指定の更新を別々に受けることになります。審査手数料も、それぞれ徴収します。
この場合、「8　予防サービス事業所の指定の更新について（指定日が異なる場合のみ）」の手続きを行うことで同時に指定の更新ができますので、手続きを希望する事業者は、必要な書類を指定更新の資料と一緒に提出してください。ただし、介護予防支援の指定等に関することについては、年３回開催される、「地域包括支援に関する会議」に事前に付議し、承認を得る必要があります。希望される事業所におかれましては、必ず会議のスケジュールを確認してください。会議に付議できなければ、今回の指定更新のタイミングで指定日を合わせることができません。
※「地域包括支援に関する会議」開催スケジュール予定　　　
	会議開催時期
	付議する指定更新月
	書類提出期日

	令和8年３月
	令和8年４月～令和8年７月
	令和8年１月

	令和8年７月頃
	令和8年８月～令和8年１１月
	令和8年５月頃

	令和8年１１月頃
	令和8年１２月～令和9年３月
	令和8年９月頃

	令和9年３月頃
	令和9年４月～令和9年７月
	令和9年１月頃


10　廃止・休止中の事業所について
(1)  指定有効期間満了日までに廃止する事業所
1 既に廃止届を提出している場合
既に廃止届を提出している事業所については、指定更新の手続は行う必要はありません。
　　　　なお、この場合は本課との事業所廃止の協議が終わっていることを確認してください。
2 廃止届を提出していない場合
速やかに廃止届をご提出ください。
ただし、廃止手続きに時間を有する場合は、書類の提出期間中に別添｢申立書｣をご提出ください。
　 　　なお、申立書を提出した場合も、後日廃止届の提出が必要です。
 (2) 休止中の事業所
　　 休止中の事業所は、介護保険法第７０条の第２項等に規定する指定に関する基準を満たしていませんので、指定更新を受けることができません。したがって指定有効期間満了日をもって、指定の効力を失うこととなります。
　　　事業再開の予定がない事業所については、速やかに廃止届を提出してください。
11　申請書類提出後の変更、廃止、休止について
(1) 法人代表者、管理者、介護支援専門員などの役・職員の交代の場合だけでなく、届出を提出
すべき変更については全て、速やかに変更届及びその添付書類を作成し、提出してください。
ただし、定員や加算の届出の変更は更新と同時に受け付けませんので、当該変更を計画している
場合は、上記の担当課にあらかじめ相談してください。
(2) 申請書提出後に、事業所を廃止・休止する場合
　　　４(1)の連絡先にあらかじめ連絡の上、廃止・休止届を提出してください。
なお、この場合、更新手数料については、返還できませんので、ご了承ください。
１２　サテライト事業所について
訪問看護事業所及び通所介護事業所で、サテライト（事業所所在地以外で一部実施する場合）をもっている事業所は、申請書の該当部分にもれなく記入して下さい。
１3　指定更新通知書等について
　　更新の要件をすべて満たし、更新が可能な事業所に対しては、更新予定日までに更新通知書を事業所あてに郵送する予定です。
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〇　管理者へのヒアリングを実施


〇　法第７０条第２項等に基づく審査を実施


〇　書類上の体制の有無、適正運営の確認


　・人員基準：雇用・勤務形態、資格・研修


　・設備基準：施設の利用状況、施設の保有関係等


　・運営基準：契約、記録の存在確認等





〇　法第７０条第２項等に基づく書類審査を実施


　・　人員基準


　・　設備基準　　　　 根拠等を書面で確認


　・　運営基準





〇　更新要件を満たす全施設に、指定更新通知書を送付





〇　申請後に変更があった場合は、申請書・変更届の再提出


※　是正指導にも関わらず、更新要件を満たしていない場合は、


是正するまで、更新は行いません。また、是正がないままの場合、更新申請を却下する場合もあります。





〇　電子申請または簡易書留による郵送で提出


〇　変更届が未提出の場合は、更新申請書に添付し提出





〇　指定更新申請書を北九州市のホームページよりダウンロードし


作成


・　指定更新手続き要領に従い自己点検し、提出準備


・　更新申請に係る添付書類チェックリストにより、書類を作成・点検


〇　提出すべき変更届が未提出となっていないか確認


〇　審査事務手数料を納付し、領収書をコピー


  ・　領収書の原本は事業所で保管





添付





〇　指定更新対象事業所へ通知


・　指定更新案内書等


・　審査事務手数料納付書
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原則として行わない
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